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○樋口委員長  それでは、皆様大変お忙しいところありがとうございます。ただいまより

第５回「民間資金等活用事業推進委員会」を開催いたします。

  本日の議題はまずガイドラインについてでございます。ＰＦＩ事業の基本方針につきま

しては、去る３月10日に本委員会に付議されまして、３月13日付けで官報告示が行われた

ことは皆様御承知のとおりであります。

  10日の委員会は、かねて申し上げておりましたとおり正委員のみで開催させていただき

ましたが、当日御参加を願わなかった専門委員の方々には、本日この席でこの間の御審議

に御協力いただいたことに御礼を申し上げます。

  基本方針の策定により、いよいよＰＦＩ事業を実施することができるようになったわけ

でありますが、その円滑な実施を図っていくため、実務上の参考指針をガイドラインとし

て明らかにすることが有益であると考えられ、委員の皆様においては、ほぼそのような御

意見で一致しておられたと存じます。

  政府においても同様の考えから、当委員会でまずガイドラインについて調査審議するこ

とを求めております。したがって、当委員会においては、今後ガイドラインについての調

査審議を進めてまいりたいと存じます。

  本日は、まずこのガイドラインについてフリーディスカッションを行いたいと思います。

そのポイントについて、事務当局から御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願い

いたします。

○白須室長  では、お手元の資料１という紙に「ガイドライン・フリーディスカッション

用メモ」ということで、ポイントということでごく簡単に書かせていただいております。

大きく分けまして、１つは、まずどの分野を重視するかという点、もう１つは、どういう

やり方で進めるかということで提示させていただいております。

  どの分野という点につきましては、先般来の基本方針の御検討の際にも、基本的に基本

方針の一、二、三に係ります広い範囲のものから選ぶのが望ましいという話で、この場で

ございましたお話といたしましては、例えば基本方針の一の特定事業の選定のところ等に

おきましては、公的財政負担の算定方法、また、リスクの評価、現在価値の算定方法等の

評価基準の問題。広く申しまして、バリュー・フォー・マネーの算定・評価をどのように

していくかという点。

  また、基本方針の二にございます民間事業者の選定の関係におきましての評価基準の客

観性、また透明性の向上性に関する事項。

  あるいは、基本方針の三にございます規定事項等のうちの協定等においてどのような点

を規定すべきかという事項。

  また、これらのところを引っくるめましたようなところで、それぞれ実施方針、あるい

は協定におきまして、標準的に記載すべき事項、あるいは記載方法、このような点が御議

論として挙げられていたかと考えているところでございます。

  極めて広い範囲、かついずれも重要な問題かと考えるわけでございますが、ある面で申
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しまして、時間、あるいは委員の先生方の労力の制約と言ったようなこともございますの

で、果たしてどの辺の分野を重視してまずやっていくか、あるいはどういう順番でやって

いくかという点も場合によってはあるかと存じますが、その辺が１つの大きな議題かと考

えております。

  次の、どのようなやり方でということでございますが、まず１つは、部会で御検討いた

だく。この場合、いわば事業推進部会の問題と、評価基準部会の問題、細かく言っていき

ますと先ほど申し上げましたようなものにつきましても、これは評価基準、これは事業推

進と分かれてくるわけでございますが、ある意味で申しますと、当初の段階におきまして

は、特に問題点の整理等、関連するということもありまして、基本方針の時と同様に当面

合同部会で御審議いただくかといったような点があろうかと存じます。

  さらに「等」とございます点につきましては、先々細かくなっていった場合、例えばワ

ーキンググループをつくるとか、そういうようなことがあろうかということでございます。

  次は、まずいろんな方々のヒアリングを行うというのが通常の方法かと存じますが、そ

れをどういう形で行っていくか、また、相手方はどうなるのか。まず委員、専門委員の先

生方から、例えば１週間くらいの間にまず候補を挙げていただくということも１つかと存

じますし、また、一般にヒアリングに出て、物申したいという方を公募するということも

方法かと存じます。

  もう一方におきまして、ヒアリングの相手といたしまして、民間の方というのと、いわ

ば公共の方と言いますか、特に当面で言うならば、いろいろやっておられる地方自治体と

いうことになるわけでございますから、地方自治体の方々と民間の方々、あるいはその周

辺ということで学識経験の方とか、そういうことがあり得るかと思いますが、その辺の実

体的な相手の問題とその選任の問題ということかと存じます。

  次のところの「公共部門の実務的意見をどのように吸収するか」という点でございます。

これはある意味で申しまして、民間部門の実務的意見という点について申し上げれば、非

常に実務経験の豊富な方々が専門委員としてこの委員会、部会の審議に御参加いただいて

いるわけでございますけれども、一方で公共という点でございますと、鵜崎専門委員、お

一人というようなこともございます。

  また、従来基本方針の辺りにおきましては、どちらかと申しますと、関係省庁、自治体

等の意見につきましては、私どもＰＦＩ推進室が事務局としてとりまとめるような形で申

し上げたという点もございますが、非常に実務的な話ということですと、生のものの必要

性があるんじゃないかといったような点、そういう点について、公共部門側の実務的な意

見をどのように吸収していくか。もちろん、ヒアリングに出ていただくのは１つの方法で

ございますし、また、実務レベルの方に、私どもをある意味で補佐するような意味でも、

ある程度同席していただくとか、そんなような方法もあろうかと存じます。

  「その他考慮すべき事項」という点で、これはだんだんとまとめていった段階でござい

ますが、例えばどの辺でまとまったものをある程度一般に示して御意見を伺う、いわゆる
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パブリック・コメント的な措置を講じるかとか、そういうような点。どのような点を考慮

すべきか。考え得る点というのをごくおおざっぱにまとめますと、ほぼこのようなことか

というように考えまして、メモを作成させていただいたところでございます。

  以上でございます。

○樋口委員長  ありがとうございました。なお、これから御意見を頂戴するわけでござい

ますが、資料の取り扱い、今日は３点ありますね。

  資料１「ガイドライン・フリーディスカッション用メモ」は、審議の途中にございます

ものということであり、ガイドラインについての検討状況に照らして、適切な時期におい

て公表することにさせていただきたいと思います。当面非公開の取り扱いとさせていただ

きたいと判断いたします。

  では、忌憚のない御意見をどんどんお出しください。お願いいたします。

○Ａ委員  ＰＦＩはどうしても地方財政との絡みがあります。それでいわゆるハコ物です

とか、それを助けるためにです。それから道路ですとか、そういったことに入っていく可

能性が非常に強いんですが、これは黙っていてもそっちへ入っていくんですね。一番地方

財政を本来的に助けるのは、それの運営のサービス部門なんですね。サービス部門という

ことで考えていきますと、例えば、これは非常に法的に難しいんですが、いわゆる病院の

問題、国公立病院、地方の市民病院等々、あれはなぜだめかと言いますと、ほとんどが赤

字なわけです。

  なぜだめかと言いますと、中に人事評価が入っていないんです。これ人事評価をやると

いうのは革命的なことなんです。そうしますと、患者が来ようが来るまいが、全然自分の

評価には関係ないということになりますと、サービスを悪くすれば楽ができるというよう

な仕組みになっていて、全部赤字になっていくわけです。

  法的にも問題なんですけれども、私は病院もいくつか持っていまして、患者というのは

必ずいるわけで、ロケーションさえ間違えなければ、完全に黒字部門に転換できるという

ものなんです。

  国公立病院ですとか、例えば地方自治体の病院というのは、大概いいロケーションのと

ころにあるということからいきますと、これは恒常的な赤字構造を、そういったものを直

していくというのは、これはＰＦＩはぴったりだなと思っているんですが、そういったこ

とを今、法律で認めておりませんので、非常に大きな問題かなと。

  こういったものもどうやってこのガイドラインの中に付け加えていけるのか。当面、病

院が無理であっても、ほかの形のものもあるわけで、そういったものをどういうふうにし

て表現してやっていくのか。まだいろいろあるんですけれども、そういう分野もあり、象

徴的に病院の問題を申し上げました。

  これらについて御考慮いただきたいと、こう考えております。

○樋口委員長  考慮というのは、漠然としてますが。

○Ａ委員  入れていただきたい。
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○樋口委員長  そういうことですな。これは誰にお答えいただいたらいいんですか。

○白須室長  お答えという形のものにはなりにくいかと思いますが、ある意味で申します

と、いわばガイドラインに引き直すような形で申し上げますと、サービス提供を建設とか

純然たる管理とかいうもの以外のサービス提供というものが、どのようにＰＦＩの中で把

握されていくかというようなことが大事になるんじゃないかと思うわけでございます。イ

ギリスなどの場合でも、建設とか管理とかそういうところを、ＰＦＩの形で出したという

こともあるやには聞いているところでございまして、ガイドラインという形ですと、やや

横断的な話でございますので、１つひとつの事業で病院がどうなのか、あるいは駐車場が

どうなのかという形で議論をしていただくのはなかなか難しいかとは思うんでございます

が、そういう点からしますと、ガイドライン的な観点で言いますと、サービスの提供のと

ころが今後のガイドラインを判定していく際にどういう形でもって扱われていくかという

ような問題ではないかと考えております。

○Ａ委員  病院というのは端的にわかりやすい例ですから申し上げて、これは私は難しい

と思うんです。現在の法律の下ではね。どちらかというと、ガイドラインをつくる場合に

つくりやすいのは、いわゆる建造物、及びそれに付随するサービスというようなことにな

りかねない。サービスだというのもあるわけです。ですから、その辺のところをどういう

ふうに書き込んでいただけるかということだと思うんです。

○樋口委員長  どういうふうに書き込んだらいいですか。

○Ａ委員  これは御専門がいらっしゃるんでお任せしますが、私が書くとめちゃめちゃに

なってしまう。

○樋口委員長  その問題に関連しますか、どうぞお願いします。

○Ｂ委員  今の病院のサービスの評価というところが出ましたので、消費者とか住民の立

場から見てというところで、ガイドラインのところの重点ということで申し上げたいんで

すが、基本方針の３ページの３特定事業の選定及び公表の（３）のところが、今のお話に

なったところと通じるかと思うんですけれども、公共サービスの質は、定量的が望ましい

けれども、定性的な評価というのも検討すべきという話がありまして、ここの公共サービ

スの質の評価というのをどのように行っていくのかということは、私としてはガイドライ

ンに是非盛り込んでいただきたいと思います。

  もう１つ、消費者から見て気になる点というのが、基本方針の５ページの（７）として、

透明性の確保の話が出ているんですけれども、これは選定過程の透明性の話が出ているん

ですが、これもサービスの評価と併せて、どういう選定過程をしたのかというのは消費者、

住民としては知りたいところで、透明性を確保するための資料というものが一体どういう

ものを指すのかということもガイドラインでは入れていただきたいですし、評価と透明性

のための資料、両方とも公表ということになると思うんですけれども、その公表の在り方

ということが信頼の置けるＰＦＩ事業という点では、住民からの信頼とか消費者からの信

頼という点を勝ち取るための方法としては非常に重要だと思っておりますので、この辺り
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はぜひガイドラインで力点を置いて書き込んでいただきたいと思います。

○樋口委員長  わかりました。今、Ａ委員、Ｂ委員からのお話に関連して御発言ございま

すか。

○ Ｃ委員  非常にごもっともな話なんでございますが、サービス業務というのは公共事業

の中で、サービスだけ独立しているというのはあまり事例としてなかったものですから、

それを具体的に事業としてどうやって取り上げたらいいか。サービス業務の水準もありま

すけれども、そういうものはある程度例として挙げてあげないと、事業として取り上げら

れるのかどうかという判断があります。その意味で、一とか二のところの議題だろうと思

います。

　もう１つ課題をおっしゃっておられまして、病院が難しいということもございますが、

実は公物管理だとかいろいろ民間が入っているときの難しさというのはここでも既に挙げ

られているわけです。それは四のところに挙がっていると思うんです。参入障害と言って

いいのかどうかわかりませんが、この辺はどのように参入を容認するかというところだろ

うと思うんです。７ページの四の１の（４）のところに、さまざまな法制上の整備が必要

ですという書き方になっていると思いますけれども、これはいろいろあるんだろうと思い

ますが、今の御指摘のような病院がなかなか参入できないということもありますし、ほか

のサービス業務もありますし、そのほかサービスに限りませんでしょうけれども、法制上

の整備が必要なところもあると。この２つに分かれるんだろうと思うんです。

  先ほど白須さんは、一、二、三と、確かにそこの部分が大きな分野なんだろうと思いま

すが、こういう障害があるようなものをどうするかということも、容易にしていくことが

重要なことだろうと思いますので、ガイドラインという格好になるかどうかわかりません

けれども、この辺のところを入れておく必要があるんじゃないかと思いました。

○樋口委員長  Ｃさんの言うのは、どこに何を、どういう形で入れるんですか。

○Ｃ委員  一、二、三とおっしゃっていましたので、四でも検討事項がありますねという

ことを申し上げたわけです。

○樋口委員長  今、白須さんのお名前が出たんですが、どうですか。

○白須室長  その点で申し上げますと、いわば一、二、三というのは、一が事業の選定、

二が事業者の選定、三が実際の実行及び協定と、こういうことでございます。この辺が実

際にどういうふうにやっていくかという、ＰＦＩ事業についてのいわば指針になっていま

す。四の部分というのは、「政府は」という書き方で始まっているわけで、政府がこうい

うような財政上の措置を取る、あるいは法制上の措置を取るという形でございます。ガイ

ドラインということですが、通常言っているガイドラインということでございますと、こ

の基本方針を具体化して、具体的な姿を示して、実際の事業者の方、これは公共の方、あ

るいは民間の事業者の方々が、それを見ることによってやりやすくしていくというイメー

ジという点からしますと、政府がこういうふうにしろというふうにガイドする、委員会が

ガイドするというのは、ちょっと性格の違ったものであろうというふうに考えています。
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○Ｄ委員  今の点なんですけれども、この前基本方針が出されてから自治体の方はもう一

歩進めなきゃいけないというのでかなり熱心に考えていらっしゃるというのは事実ですね。

とにかく付き合いでも何でも何かしないといけないというふうに考えていらっしゃいます。

  ガイドラインというのは、コアをつくりますと、ただの案内ではなくて、やはりある方

向に導くという側面というのは、それを受け止める方は受け止めると思うんです。その点

で考えますと、最初に白須さんがおっしゃった評価、リスク全部大事なんでありますが、

自治体の人と雑談等で話をしておりますと、１つはリスクの問題で適切なリスク分担とい

うことがあるわけですが、自治体の皆様はどうしても公共事業のときと、それから第三セ

クター方式のときのイメージを持っていらっしゃって、結局、何か考えているうちに、リ

スク分担のところで第三セクターとの区別がつかなくなってしまう、これはどうしても出

てくる問題なんです。

  そこのところは、事業によって随分性格が違うんだと思うんです。どういうふうに書き

込んでいくか、ガイドラインの内容としては大変重要なポイントかと思うんです。あまり

ガイドし過ぎてもいけないのはおっしゃるとおりなんです。

  もう１つは、自治体の方の話を雑談で聞いていますと、いろんな規制緩和とか法制上の

必要な措置については、政府の方は考えてくれるんだと書いてあるんだけれども、本当な

んだろうかということが、いろんなことを、ここでも既に話題になっておりますが、土地

の利用の問題だとか、言えば本当に考えてくれるんだろうかというふうなことはあります。

その辺のところも、考えてありますよという書き方はできないかもしれませんけれども、

持ってきやすいようなガイドラインにする必要があるんじゃないか、そういうふうに考え

ます。以上です。

○Ｅ委員  今のＣさんとＤさんのおっしゃるとおりだと思うんです。

  基本的にどういうふうに進めていくかということが我々の推進委員会の大前提ですから、

自治体がやりやすいよう、あるいはガイドラインを出せばそれに従っておそらくやってく

れるでしょうという前提だと思います。

本日の発言の中には、自治体等事業主体がやりやすいようにするためのガイドラインの

話と規制緩和についてのガイドラインなり何らかの検討という話の二つの話があったと思

うが、先ほどＣさんがおっしゃった特定の規制緩和の問題は、ある意味ではガイドライン

という形で出すのがいいのか、我々には推進部会と評価部会という２つがありまして、推

進のために何をしたらいいのかという議論をもうちょっと積み上げる必要があるのかなと

いうこと、それから、このガイドラインでは決められないということがかなり多いと思う

んです。

一方で今、Ｄ先生がおっしゃったように、これを出せばガイドラインという形でかなり

引っ張っていくいうところもあるわけですから、その辺少し慎重にならなければならない

こともあるのかと私は思っています。規制緩和と言いますか、やりやすい環境をつくると

いう意味では非常に重要なことなのですが、議論の中で、ガイドラインの中でするのには
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ちょっと限界があるかなというイメージをちょっと持っています。

○樋口委員長  Ｆさん。

○Ｆ委員  今のお話を伺っておりまして、白須室長がおっしゃったように、いくつか頂戴

いたしました実施方針がございますけれども、私たちも弁護士として関わっている段にお

いて、実務上の参考指針とおっしゃったところが非常に欠けておるので、１番目の問題と

２番目の問題を多少ごっちゃにしてしまいますけれども、実際に御苦労なさった自治体の

方のお話を一回伺ってみて、先ほどお話のございましたＶＦＭのところで一体どう考えれ

ばいいんだろうか。そこを間違えますと、議会からつるし上げを食ってしまうと、そんな

ことがあっていいことがどうかわかりませんけれども、それは説明つかない。では、ＰＦ

Ｉはやめにしようかと。こういう話が私には聞こえてくるわけなんです。ですから、そこ

ら辺りの問題、これはいくつか進めていく上で非常に難しい問題があるはずですので、幅

広い方に伺いたい、これが私としては１つあります。

  それから、２番目に、Ｄ先生おっしゃったようにガイドラインという形で出しますと、

これは実質上決めてしまう要素が極めて高いだろうと思います。当初、これが始まったと

きにＰＦＩというのも日本で前例があったわけではないものですから、言葉が過ぎますが、

いろんな形で実験をやってみましょうと。その中で何が一番適切であるかということを結

局、我々考えていかざるを得ないと思いますので、できればやや幅の広いとらえ方をして、

いろんなケースがありますと。それぞれのケースで一生懸命地方自治体の方が考えられて

おられると思いますので、これしかないというのは、他方、非常に恐ろしい、非常に危険

なことだと私は感じております。

  したがって、いくつか分野を選んで、なるたけ自治体の方なり、実際公募なさっておら

れる民間事業者の方、これは相当御苦労になっているはずなんです。私の経験で言うなら

ば、東京都で、あれはあれなりに非常に苦労したんですけれども、これでは性能発注にな

っていないじゃないかという批判が他方でものすごく出ているわけです。いろいろ入札の

とき条件をきつくすればそう言われるし、条件がよくわからないと、民間事業者としては

やっていられないと。コストがかかりますから、そこのところの話をちょっと伺いたい。

白須室長のお言葉のとおりに少し実務的なガイドラインとして、指針になるようなところ

を挙げてみれば、それが目下のところＶＦＭというものが非常に大きいというふうな感じ

がいたします。以上です。

○樋口委員長  ありがとうございました。

○Ｇ専門委員  今お話を聞きまして感じましたが、実務的な観点からガイドラインという

のは何かと申しますと、これは基本方針にも記載されてますが、手法、手続、規範に関す

る実務的な在り方、こういうふうにイメージとしてとらえています。ただ、私、ここ数ヵ

月、個人的にさまざまな自治体の御相談を受けたり、事業官庁の研究会等に出て、いろん

な側面で自治体さんの生の声を聞いています。非常に自治体さんでも具体化に向け議論が

活性化しているし、何とかしなければいけない。先ほどＦ先生のおっしゃられたさまざま
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な課題というものを何とか御苦労の揚げ句実践する方向に向かっているわけです。ですか

ら、この意味においては、私は優先度を考慮するというのは絶対必要だと思います。それ

とともに、その優先度の判断に際しては実務上役に立つものでないと意味がないとともに

やはり公共施設等の管理者等が混乱しないような配慮が必要です。法及び基本方針の上で

定められた内容というものは、確かに実務的によくわからないところもあるわけです。こ

れを実務上解きほぐすことができれば、これは案件を推進する上で参考になると思います

し、さまざまな先生方のお話を聞いていますと、そういうイメージじゃないかと考えてお

ります。そういった意味におきましては、先ほど白須さんがおっしゃられました基本方針

の一項、二項、三項が重要で、プライオリティーの順は、まず評価の在り方、バリュー・

フォー・マネーの考え方、やはり一、二、三の順で重要度というものが出てくるんじゃな

いでしょうか。現在マーケットでは自治体の方々がいろんな御苦労をしながら、そもそも

バリュー・フォー・マネーというのは何なんだろうか、評価の在り方、選定の在り方はど

うあるべきかを議論し、これを基本方針に沿って何とかやりたいと考えているわけですが、

やはり実務的に役に立つものとなりますと、まず評価の在り方、バリュー・フォー・マネ

ーの在り方、抽象的になりますが、例えばこの一、二、三はサブ・アイテムにしますと、

各々10個くらいに分かれる。その中において留意すべき事項、先ほどＢ先生がおっしゃい

ました問題とか、第三セクターの混乱という問題等は、この中にすべて入るわけです。で

すけれども、まず必要なのは、案件形成に係わる考えであり、その辺のところの御議論を

集中的にやって、やはり段階的、漸次的にわかりやすい実務的な指針を出すことが必要で

はないかと思います。

  それとともに、実はＣ先生のおっしゃられたことも私も考えてはいるわけなんですが、

おそらくヒアリングをしたり、具体的なガイドラインをやっていきますと制度的な課題の

問題がどうしても出てきます。この解決は、推進委員会の権限には入りませんが、その在

り方を検討する事は重要で、先ほど先生がおっしゃった議論を詰めないとそういったもの

がフォーカスされず、またクリスタライズされないということになってくるんじゃないか

と思います。ガイドラインを頭に描きながらも推進委員会の役割は、円滑なる法の推進を

図ることですから、どういう課題があるのかということを念頭に置いた上で、実務指針を

まとめ、なおかつ課題も同時並行的に整理されたらいかがでしょうか。こういうことを実

務的には考えています。

  検討の進め方についても若干意見を述べさせていただきたいと思います。

  おそらく期末で皆さん忙しいんで出ておられない。非常にもったいないお話でございま

すので、ぜひとも実務的な検討の進め方に際しましては、書面による意見の提出、あるい

はオープンな形での議論ができるようなことをしてはいかがでしょうか。

  例えば、この委員会は国の審議会みたいな運営方針ですが、国際会議とかＡＰＥＣの会

議では実は電子メールを使ってメーリング・リストを使いながら、参加されない方々も意

見が言えるようなシステムになっている。これをオープンな形で透明的に行政側がまとめ
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上げる。そうすることによって、お忙しくて、参加されない先生方も参加されるわけです。

そういう形で意見を吸い上げる方が国の審議会としては新しい方式になるんじゃないでし

ょうか。あるいは、皆さんお忙しくて出てこられなくても、何とか御議論に参加されなが

ら、実のある御議論というものができるような気がいたします。

  それと、公共部門の実態の聴取というのは絶対に必要じゃないかと思います。

  実は私一部の地方公共団体にいろいろと御相談を受けまして、いろいろと勉強してきた。

今ある課題、自分たちの考えていること、何とか政府に対して御報告申し上げたい。是非

とも事業官庁に御報告したくて、どこに御報告したらいいかわからなかったものですから、

明確に言えなかった等というお話がありました。既に報告書を書いている、課題を正確に

把握しているあるいは政府に対して意見を言いたいという自治体が、おそらく事業官庁さ

んレベルでは把握していないでしょうが、フィールドでは我々の方に御相談が来ている。

これは民間だから、多分聞きやすいということがあるんじゃないかと思いますが、是非と

もそういう自治体さんのお声があるならば、研究報告書を吸い上げる。あるいは課題の認

識があるんだったら、本当に実務上何を助けたらいいんだろうかということを委員の先生

方に把握していただくためにも、是非とも地方公共団体の聴取を進めていただきたいと思

います。

  また、一般論、形式論で言ってもしようがない。おそらく対象を明確に区切って、何が

問題かを明確に聴取する必要があります。実施方針や評価の在り方等という問題に関わっ

てくると思いますが、おそらくちゃんと今まで真面目にやっていた自治体さんを選べば、

面白い議論が展開できるんじゃないかと思いますし、国の機関としての推進委員会で大き

な課題を吸い上げることができるんじゃないかと思います。

  一般企業からのヒアリングというのは、これも一般論ではだめで、問題を明確にフォー

カスしながら、どうあるべきかのヒアリングを実行すべきじゃないかと思います。

  以上でございます。

○樋口委員長  大分いろいろ問題が出ました。Ｈさん。

○Ｈ専門委員  ガイドラインのイメージそのものは私自身もまだはっきりしておりません。

どんな形で表現をしていくのかという具体的なイメージがまだちょっと固まっていないの

であれなんですが、プロセス等の中でちょっとお話しをさせていただきます。

  今、Ｇ委員からもありましたように、両方になると思いますが、やはり現状既にいくつ

かＰＦＩ、あるいはＰＦＩに近いという形で公表されて、プロセスが進んでいる案件がた

くさんございます。多分、片手以上の数、ある程度それに近いものがあると思うんですが、

是非そこに参加されている、特に民間側も含めて参加されている方々からヒアリングをす

るというのは非常に大切かなと。要するに、実際のプロセスに参加してどういう問題があ

ったかということが大切だろうと感じます。

  もう１つ、最初にお話の出ましたサービスの話ですけれども、この法律そのものがもと

もと公共施設等ということが付いていますから、必ずこれは施設が付いてきてしまうのが
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日本のＰＦＩの最初からの成り立ちだろうとは思います。ただ、話の中にありましたよう

に、施設の建設・維持管理・運営ということもあるんですが、今出てきていますいろんな

のを見ていますと、少なくとも建設と維持管理までは、皆さんＰＦＩと言うとセットかな

というのが大体定着してきたかなと。当初は建設と延べ払いという感じもなきにしもあり

ませんでしたけれども、大分いろんな話が出ているのはそこまでは来ましたけれども、Ａ

委員のお話のように、運営というところについてはまだ皆さん、発注者側の方々もイメー

ジができておりませんし、民間の方も、そもそもどこを運営していいのかというイメージ

が非常にあると思いますので、この部分はかなり時間のかかる問題でしょうし、深いとこ

ろまで入っていって、官が提供されているサービスの運営に民間が参加するというのはそ

う簡単に行くものではないかと思いますけれども、やはり１つのセットの中の非常に重要

な部分としてはフォーカスをしていくのは必要ではないかと思います。

○樋口委員長  ありがとうございました。Ｉさんお願いします。

○Ｉ専門委員  ２点ほど。

  今、Ｈさんからお話も出ましたが、例えばこの間報告いただいた実施方針で千葉市の件、

あるいは常陸那珂港の件等があります。

  １つは、我々自身が急がないと、既に出ている実施方針が参考にされて、ほかの自治体

がやっていくときに、だんだん伝言ゲームみたいに全然違う方向にいってしまって、本来

の我々が思っている仕組みになっていかないんじゃないかということもあるんで、この委

員会としてどのアイテムからでもいいと思うんですけれども、早く１つの形を出していく

というのが１点目。

  もう１つは、その場合に、やはり我々はあくまでも政府の委員なり専門委員であります

から、法律をベースに当面のガイドラインはつくらざるを得ないということなんですが、

ただ、ＰＦＩをおやりになっておられる他の研究会でもそうだと思うのですが、我々もい

ろいろやってみると、例えば国税を考慮するかしないかによってバリュー・フォー・マネ

ーはころっと変わってしまうような非常に大きな影響がある。いわゆる今ある法なり税制

によって答えが決まってしまうようなケースがたくさん出てくるわけです。

  それに対して我々が現時点で、こうあるべきだと、この法律を変えるべきだということ

は、とてもガイドラインでは言えないわけでありますから、そういうものが別途議論され

て、それを受けてガイドラインが変わっていく、変えられていくという、いわゆる逐次更

新をされていくような仕組みを前提としてガイドラインをつくっていく必要があるんじゃ

ないかというのが２点目。スピードの問題と更新の視点を是非お願いしたいと思います。

○Ｊ専門委員  今、お話があったことに若干つながっていくんですけれども、今、地方自

治体の方でこのＰＦＩの事業を推進するに当たり、その手順、プロセスをどういうふうに

するのかということについて、その理解に若干の混乱があります。それはどこにあるかと

言いますと、実は私どもの今まで見てきた手順で行きますと、基本方針の後に実施方針が

ありまして、実施方針の後に特定事業の選定のための作業というのがあるんですが、実は
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この実施方針の前に何があるのかということなんです。

  実施方針の前に何があるかということについて、できればガイドラインの方である程度

方向性なり考え方を示してあげることができればいいなというのが、私が今感じているこ

とです。

  と申しますのは、御承知のとおり、実施方針を発表後、従来型の公共事業コストとＰＦ

Ｉ事業コストの比較ということが行われて、その結果がもしＰＦＩ方式がいいということ

になれば、特定事業の選定ということになるんですが、実施方針の前に比較を行うという

ことで理解をしている自治体がかなりあるわけです。

  それは物の進め方からあるいは行政の立場から考えますと、前での作業というのは非常

に重要な意味を持つわけで、実施方針を策定、発表した後に特定事業の選定をしない、す

なわち従来型で行うということを決定し公表するということについて大分違和感があるよ

うです。ですから、そこの点について、実施方針前の段階での考え方、あるいはもしそれ

が作業ということである程度ガイドラインで示せるのであれば、それを示すことが必要で

はないかなと思います。

  それから、３ページのところを見ていただきたいんですが、（４）のところに、先ほど

来話が出ているバリュー・フォー・マネーの問題なんですが、特定事業の選定を行ったと

きは、その判断の結果を評価の概要と併せて速やかに公表することとなっているんですね。

ここはおそらく私が今実務的に地方自治体の方々とお話ししていて、一番優先順位として

は高い。地方自治体ではこのＰＦＩの手順がどんどん進んでいるわけですけれども、特定

事業の選定を行ったときに、その判断の結果を評価の内容と併せて速やかに公表と言った

ときに、今段階では公表できるかどうかということに問題があるわけです。

  すなわちバリュー・フォー・マネーというのは、例えば先ほども出ていますけれども、

リスクの数値化をどうするかとか、あるいは税金の取り扱いをどうするかとか、あるいは

公務員の人件費の問題をどうするかとか、いろんな問題が実はバリュー・フォー・マネー

の中に入ってくるわけですけれども、そこについての実はガイドラインがないということ

に今なっているわけですから、これを一日も早くこちらの委員会の方で整理し、そしてガ

イドラインとして発表するということによって、各地方自治体はこの手順に沿って間違い

なく速やかに公表すると。それを見ることによって、これは行政も議会も、あるいは住民

も企業も、ＰＦＩ事業が選定されたということについて納得ができるというプロセスにな

るのではないかと思います。

  １点だけ付け加えさせていただきますと、先ほどＢ先生がおっしゃったことで、５ペー

ジの（７）の評価の結果、評価基準の選定方法に関して公表するということで、これはタ

イミングの問題があります。実はいくつかのプロジェクトが進んでいる中で、これが非常

に重要だということがだんだんわかってきたんですが、これは行政側にとっても民間側に

とっても非常に重要な意味を持つということで、ここのタイミングの問題については、こ

れは当事者に任せるということにある意味ではなっているわけですけれども、もう少し時
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期的に早い時期にこれが公表できるような考え方があってもいいのかなと思っています。

  私が申し上げたい点では、このガイドラインに関して、何が一番実際の現場で求められ

ているかということについては、バリュー・フォー・マネーということについての基準、

あるいは基準になる考え方を一日も早く出すということが必要ではないかと思います。以

上です。

○樋口委員長  ありがとうございました。Ｋ先生、どうですか。

○Ｋ委員  聞いておりまして、皆さんの言っているのはもっともなことだと思っておりま

すが、今言われたバリュー・フォー・マネーの考え方ができれば、出せれば最優先事項で

はないかと思うんです。

  そのときに、私自身も自分自身でどう考えたらいいかというのを、研究しているという

とおおげさで、考えてはいるんですけれども、いろいろなケースがありそうでございまし

て、なかなか難しい問題かなと思ったりしています。

  いずれにしても、いろんな考えがあるにしても、ここのところを早くまとめ、それがい

ろいろなケースによっては１つにならないんだろうという気がするんです。ただし、違っ

ても、それなりにきちっと説明ができ、透明性がないと困る。

  というのは、ＰＦＩの案件の中にいろんな種類のものがありますから、道路のように、

これは実際にあるのかどうかは別として、現実にはないと思いますが、国や道路公団がつ

くっている道路の一部分をつくるというときに、国がやっていれば税金を何も納めないと

いう性格のものなんです。そこをどうするか。

  それに対して社会政策上どうして必要だというので、今の病院のように、本来民間でや

っても全くいいものを、これだけの規模のものを民間に期待してもできないので、社会政

策上、ある都市では公的にした方がいいと。そうすると、これは本来民間企業に近いもの

ですから、その場合は民間でやれば税金を当然納めるわけですから、公的にしても税金を

納めるのは当然だとか、いろんなケースが出てくるんで、１つのやり方かどうか、私ちょ

っと迷っていますが、いずれにしても、ＶＦＭが一番大事で、その意味では白須室長の言

われた一、二、三というのがガイドラインの中心で、できるだけ書ける範囲で書くと。バ

リエーションがあるにしても書ける範囲で書くと。

  四番目の方は、これは政府が決定するというような性格のものですから、これについて

も並行してある程度この中で議論をしていって、まとめて言うべきものがでてくれば、書

けるものは書いていくし、出していくという、それがいいかと思っております。以上です。

○樋口委員長  ありがとうございました。Ｌさんどうぞ。

○Ｌ専門委員  ＰＦＩ自体、基本方針が出されまして、これから公共サイドも民間サイド

も新しいフィールドに入っていくわけで、法律については、５年後に見直すといったとこ

ろも書かれております。そういった意味であまりがちがちな書きぶりじゃなくて、当然わ

かりやすさみたいなものは求められるでしょうけれども、地方公共団体もガイドラインに

沿ってそのとおりルーチン・ワークをやればいいんじゃなくて、やはりイニシアチブを発
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揮できるような「遊びしろ」というんですか、余裕は残していただければと思います。

  もう１つは、いろんなテーマが出てこようかと思うんですけれども、イギリスでもタス

クフォースはガイドラインをでき上がった順に１つひとつ、パーツ、パーツでステップの

在り方とかリスクの考え方とか、選定の仕方とか、できあがった順番に公表されています。

どういった進め方というのはこれから議論されますけれども、適宜公表されていく、ある

いはそれをリバイスして、また公表するというくらいのつもりで、あまり推進委員会が出

したものに対して全部責任を持つというところまで詰めていくと、いろんな議論が起きる

んじゃないかと思います。

  そういった意味で、先ほどＪさんの意見にございました、プロセスの議論というのは、

なかなかお互いに理解されていないようなところもございます。ＰＦＩの進め方あるいは

プロセスについてもできるだけ早くガイドラインを出していただければという具合に思い

ます。

○Ｋ委員  私コメントとしようと思って忘れてしまったんですが、前半で言われましたプ

ロセスの議論ですね。これは非常に誤解されているんじゃないかという気がするんです。

知っている人は皆わかっているつもりでいるんですけれども、知らない人は全然誤解をし

ているところがありまして、ここのところは今、Ｊさんが一番明確に言われたと思うんで

す。これを繰り返すのは変な話なんで、ガイドラインで言うのは変な話で、だれか教科書

に書くか、パンフレットに書くか、雑誌に書くかという性格で、私もそういうのを書いて

いるつもりなんですが、何かする必要がありますね。ただ、ガイドラインに入れるという

のは、いいんですか。一番最初に２、３行書くのは構わないですかね。そういう感じを受

けています。

○樋口委員長  今、皆さんの御意見の中で、少しいら立ちというか、遅いんじゃないかと

いうのがありまして、実は私、この問題大体三年半くらいかかっているんですが、こんな

にかかるとは最後の段階まで思わなかったんです。議員立法ということになりまして、非

常に先生方忙しかったので、なかなか進まなかったということもあって、先生方も大変だ

し、我々も大変だったということもあったんです。それだけにいいものができる可能性が

あるわけです。

  実は戦略会議をやったときに、Ｅメールが1,500くらい来たわけです。その辺を先ほどの

お話のように広げるというのは、いいんですけれども、大変で、だれが整理するかとなる

と、また、どういうふうにさばいていただくかということで、ある程度私の勝手ですが、

実は両部会長に任せていただくというのがいいかなという感じがしているんです。

  白須さん何か御意見ありますか。

○白須室長  ちょっとお伺いしておいた方がいいのかなと思うのが、従来基本方針のとき

に、協定の書きぶりとか、リスク分担について、大分いろいろ御指摘があったかと思うん

ですが、今日は割とバリュー・フォー・マネーのお話が中心で、若干、リスク分担のお話

もあったわけでございますけれども、比較的そちらの方が、いわば一のところが非常にあ
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れで、三の方の御発言はあまりなかったような感じがするんでございますけれども、その

辺はいかがですか。

○樋口委員長  三の方について何かありませんか。何もなければそれでいいんですが。内

政審議室長何かどうですか。

○竹島内政審議室長  一番お願いしたいのは、政策課題みたいな規制緩和とか制度改正を

含めた政策課題というグループのお話と、この基本方針を実施に移すための位置づけ、い

わば実施方針と基本方針の間をつなぐ役割ということかと思いますがそういうお話と、両

方あるので、先ほど部会長が整理してくださったと思いますけれども、推進部会において、

どういうふうに改正すべきだということについては、それは別途どんどん言っていただい

てよろしいと思うんですけれども、そこは是非分けていただきたい。

  それから、私が伺っていて思ったのは、Ｇ専門委員がおっしゃったような、とにかく生

の声をしっかりと聴いて、ピンボケしないガイドラインにしていただきたいなと。ですか

ら、実際に苦労しておられる方のお話は是非早めに聞いていただいて、それでなるほどこ

こが問題かというニーズに合ったことで、また追加すべきものがあれば追加していただく

という形の方が、欲しいものが後から出てくるというのではなくて、欲しいものは早く出

してあげるという、全般的にペースがこれまで遅れておって委員長にも怒られているわけ

ですけれども、ならばなおのことそういうふうに運んでいただければと思います。

○樋口委員長  総じてこれほどもめたというのもあまりない。議員立法というのは本当に

難しい。金融法案のときも私はつくづく感じましたが。

  議員立法はぼちぼち定着してきましたし、国会の図書館の方も、私の調べたところでは、

こういう問題などを極めて整理した注目すべきものを持っているんですね。そういう点か

らいくと、そう言ってもいいかと思います。

  そろそろスピードアップして、早く終わらぬとしようがないですから、時間をかければ

いいというものでもないので、どうぞひとつ御協力をお願いしたい。ほかに何か御意見ご

ざいますか。

○Ｋ委員  続きでよろしゅうございますか。

  やはりここにいる方々は、それぞれが個人としていろいろ関係されていると思うんです

が、生の声を直接の自治体の方からヒアリングを早急にしまして、そのものごとに議論す

るというのが大事かなという気がしています。担当者は本当に真剣に考えているはずです

から、少し集中的に聞いてはどうかなというのが一番先の仕事かなという気がだんだんし

出しました。もちろん、議論はここでしましたように、何に重点を置くかというのはある

にしても、とにかくできるだけ集中的に聞くと。

  それから、Ｇ専門委員の言われた意見の聴取というのは、私、誤解をしてなければ、こ

こに出席していない委員の意見をメールで聞くようにしたらどうかとか、書面で出しても

らったらどうかという意味かと思ったんですが。

○Ｇ専門委員  一般的に議論そのものをそういう形式にしたらどうかと。いわゆる審議会
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みたいに会うことも大変でございますし、それでしたら、その過程に皆さんが入っていれ

ばいいんじゃないですか。

○西野部会長  今、委員長からも部会長宛てに宿題が出かかったものですから、今の時代

でパブリック・コメントを求めるというのはどうしても必要な時代ですから、ヒアリング

をして、ここで少し作文をしまして、たたき台ができた段階で、当然公開をして、ウェブ

上で意見を求めるというのは必要だと思います。

  ただ、大変な作業になる割には成果が少ないんです。私どもも事務局も大変な努力をす

る割には少ないのです。しかし、それだけの成果は出ますから、是非それはやらしていた

だきたいと思います。

  １つはヒアリングをやるということと、取り挙げるテーマも今までの段階でかなり出て

いるんで、それもおのずから聞いているとわかるんじゃないか。たたき台をできるだけ早

く仕上げまして、今までの遅れを取り戻すためにも、その段階で一般の意見を見ると、こ

んなことを考えました。

○Ｅ委員  フリーディスカッションのメモについてもいろいろ議論していて、大体網羅さ

れてきたかなと思うんですが、いくつか気になる点というか、もう少し考えた方がいいの

かなと思うのがありまして、１つは、「公共部門の実務的意見をどう吸収するか」という

話、１つは、ヒアリングを早急に集中的に実施してということもあるかと思いますけれど

も、おそらくそれだけでは十分ではないと思うんです。

  冒頭の御説明にもありましたように、委員、専門委員の中でお一人しか地方自治体の方

がいらっしゃらないということもございまして、この辺、少し強化をしてはどうか。何ら

かの措置を図る必要があるのではないかと思います。

  もう１つは、部会で行うか合同部会で行うかというところなんですが、これも少し御意

見を伺ったらいいのかと思いますのは、いろいろ関連するところがありますので、どちら

かというと、これも合同で議論した方がいいのかなというふうには思います。

  ただ、一方で今まで出された問題がかなり具体的、かつ詳細に分かれているということ

ですから、これを集中的に合同部会でやるというのは、かなり時間的な制約もあるという

ことで、その辺も少し配慮をしたような運営の仕方と言いますか、先ほどＧ専門委員がお

っしゃったように、出ていない人もメールでやり取りできるという、一般的なものだけで

はなくて、委員の中でもそういうのがあるかもわかりません。また、組織としても、もう

少し細分化して議論をした方がいいのかなという感じをしております。

○Ｂ委員  ガイドラインの中に直接うまく入る話かどうかわからないんですけれども、今、

地方自治体の方はこのメンバーの中に一人というお話だったんですが、一般国民も私一人

なんです。お話しを聞いていると、皆さんすごい専門家で、地方自治体でやっていらっし

ゃるのも、こういうところが問題というのがわかっていらっしゃるんですけれども、私が

こういう委員会に出ていて、一応今日はこういうところに来まして、活動日誌的なものを

月ごとにまとめて出しているんですが、やはりわからないですね。ＰＦＩというのは何を
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やっているのかというのがなかなか説明をしてもわからない。

  先ほどＫ先生の方から出ましたバリュー・フォー・マネー、これを最優先してやるべき

だというお話があったんですけれども、そこを最優先をして、それをどういうふうに一般

の人たちに周知をしていくか。

○樋口委員長  一般の人というのはどの辺を考えておられます。本当の話、ＰＦＩという

のはわかりにくいです。これは一般の人と言ったって、Ｂ先生の考えられている人達とい

うのはかなりレベルが高いのではないでしょうか。

○Ｂ委員  本屋に行くと今本が随分出ていますね。だけれども、例えば自治体で、友人で

直接これとは関係がないセクションにいる人などと話をしても、まだうまくのみ込めない

という話をなさるんです。だから、第三セクターは結構言葉としてはみんなの中に入って

きましたけれども、これもきちんと一般の人たち、国民の中に定着をさせていくための周

知というか、それはガイドラインの中に入るのか、ガイドラインとは別な形でやるべきこ

となのかわからないんですけれども、そういった広報周知というところの徹底みたいなこ

とは必要ではないかと思っております。

○樋口委員長  正直なことを言いまして、ＰＦＩという言葉は普通の人にはわかりにくい。

何か日本語でいいのがありませんかと思うのですが。

○Ｊ専門委員  今のＢ先生のお話なんですけれども、私ずっと地方を回って講演をしてい

るんですけれども、最近１つの傾向として、講演会に地方自治体の議員が出てくる機会が

非常に多くなっている。それから、おっしゃられた一般庶民というか、国民なんですけれ

ども、これが例えば町の本屋さんですか、お菓子屋さんですとか、そういう人たちがＰＦ

Ｉの講演に出てこられているということなんです。

  それは行政にとっても非常に重要なことなんですけれども、実はこれから公共サービス

を提供するといった場合に、その地域の人たちが我慢をして、公共サービスをあきらめる

か、あるいは自分たちがさらに追加的な負担をして公共サービスを受けなければならない

という選択を、行政の方がこれはもう住民の人たちに、既に問いかけているんです。その

問いかけの中でＰＦＩという方式があって、これはこうでということで行政の方たちが住

民の方に説明している地域があるくらい進んでいるところもあるんです。

  そこまでいかなくても、ＰＦＩという言葉がなくても、少なくとも行政の方々が住民の

方々と一緒に公共サービスをどうしなきゃいけないかということを考えなければならない

ほど、今の地方自治体の財務構造は悪化、逼迫していまして、そういう環境にあるんです。

そういう意味では、おそらく我々がここで考えている以上に、自治体のところではそうい

う流れが出てきているということだと思うんです。

  その中で１つこれは重要かなと思っていますのは、実はこれはガイドラインの中にでき

れば関係させたいと思っているんですが、実施方針の発表というのがあるんですけれども、

実施方針の発表というのは、公にこういう公共サービスを提供するということについてこ

れから行政が検討しますということを公表するわけです。公表した結果、よければＰＦＩ
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でやるし、悪ければ従来どおりでやる。どちらにしても公表するわけです。そうすると、

そこにおられる議会の方、あるいは住民の方でも、いろんな方がそれを見て、こういうプ

ロセスが始まったな。では、自分たちの意見も言えるのだなという機会があるということ

は大変すばらしいことだと思うんです。

  ところが、今、実際はどうかというと、実施方針発表、事業の選定は何月何日で、応募

開始何月何日で、契約何月何日とか、要するに既定路線でだっと行ってしまうという形に

なっているんです。

  確かに実務的にはそういうのが一番効率がいいことになるんですけれども、やはり公共

サービスの提供というところで、広く意見を求める期間というのは、せっかく実施方針の

発表というところでワンクッションあるわけですから、それが生かせるような形のことを

我々ガイドラインの中でも少し語れるといいなというふうに思っています。

○Ｃ委員  Ｂ委員のおっしゃったことは非常に大事なことなんでございますが、これは基

本方針の９ページの５に、推進委員会の役割として、広報というのははっきり１つの課題

としてあるわけです。これはガイドラインはガイドラインとしまして、これは１つ重要な

事項ですから、別途議論は機会をつくっていただいて、広報についてですね、広報につい

てどう進めるかというところが議論が必要なんだと思うんです。推進委員会の役割として

現実にあるわけですが、これは必ずしもガイドラインそのものということよりは、広報を

どういうふうに行うか。

○樋口委員長  記者会見をずっとやってきていますが。

○Ｃ委員  ここに「広く国民のＰＦＩ事業についての理解を深め」と書いてあるんですが、

そういう広報活動について具体的に。わかりにくいところがあるから、広報活動というの

は大事なことですから、例えばインターネットでやるというのも具体的にございます。広

報においてもインターネットでどういうふうにしてやるかということが議論としてあるの

ではないかと。

○樋口委員長  公開というのは記者会見で毎回やっておりますね。

○Ｃ委員  私が申し上げているのは、ＰＦＩと言ったときに、具体的にＰＦＩをわかって

いる人がそう多くはないでしょう。ですから、広く国民に理解を求めるためには、ガイド

ラインとは別にわかりやすく解説書をつくるとか、その議論を別途やった方がいい。

○ 樋口委員長  具体的に言ってみてくれませんか。

○Ｃ委員  一言で言えば、ガイドラインというのは我々が議論して進めないといけません

ね。これはこれで策定しなきゃならない。でも、国民に対する広報というのは別の議題と

して取り上げていただきたい。

○Ｂ委員  私の意見が口火になったようなんで、もう少し丁寧に説明をしたいと思います。

例えばこれ民間資金活用となっていますね。その前に私たちがよくやっていたのが学校給

食の民間委託という話があって、10年くらい前ですけれども、そのときに質がどうなるの

かというところで随分議論をしたことがありまして、今回の場合も地方財政の逼迫、それ
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から地方の自主的な努力というんでしょうか、公共サービスを民間でやっていこうという、

そのねらいはとてもいいと思うんですけれども、学校給食の民間委託のときには随分住民

から反対運動みたいなものが起こりまして、署名などを集めたりしたんです。

  ところが、署名を集めるので一軒一軒回ってみると、なぜ民間がやって悪いのという意

見をおっしゃる方が何人も何人も出てきたわけです。確かにそうです。公共サービスをな

ぜ民間がやって悪いのかという議論は本当に大きな柱としてあるわけで、そういうボタン

の掛け違いみたいなことが起こらないような周知というんでしょうか、そこをガイドライ

ンの中に入るのかどうかわかりませんけれども、是非お願いをしたいと。

  この考え方というのが本当に地方財政、地方財政に限りませんけれども、公共的な財政

の圧迫の中では非常に有効な手段になるんだというようなことが丁寧に説明をされるべき

だというところを私は言いたかったということなんです。

○樋口委員長  よくわかりました。各委員の先生方がみんな広報担当のつもりでやっても

らわないと難しいです。ＰＦＩという言い方をせずに最初から民間資金活用という方がよ

かったかもしれませんね。先生方どうですか。

○Ｋ委員  全くそのとおりで、Ｂ委員の言うことそのとおりなんです。私はほかの方と同

じくいろんな方で講演をして、本来は西欧の方ではほとんどが財政逼迫で始まっているん

ですね。しかし、財政逼迫で始まっても、国がやるより安くないといけないという２つで、

ですから、今言われた給食問題などのような反対運動は起こらないわけです。ただし、透

明性を出したときに、それは国がやるより高いのではないかと、こういう議論が出るんで

す。それで先ほどからバリュー・フォー・マネーが大事だという言い方をしているわけで

す。

  ですから、我々、どうするかということなんですけれども、みんなが機会があるたびに

言うことなんですね。非常に簡単に言えば、法律の第１条にはっきり書いてあるんです。

今まで国がやっていたものを民間の知恵を使って安くできればそれでいいではないかと。

その上に政府の財政が逼迫しているんで、民間にお金があるんなら、サービスをどんどん

増やしましょうと。これだけのことですと、そこでやればいいんですが、残念なことに、

そういう講演会にはなかなか一般の人は来てくださらないんです。

  それと書いたものも、なかなか読んでくれないんです。それで今おっしゃることになっ

ているんです。それはちょっと考えさせていただきたいと思います。ガイドラインにそん

なものを書くべきじゃないんですが、法律の第１条をもうちょっと短くして書くとか、一

番最初に一言入れておくとか、そういうことを考えさせてください。

○西野部会長  時間が限られていますから、議事を進めるために、私は今、Ｅ委員から言

われましたように、当面、両部会の合同を何回かやりまして、個々の部会に振った方がい

いというものが出たときに全員が集まるのは無駄ですから、そういう問題が起こったとき

には個々の部会で集まる、それが出ない間は合同でやるというので、山内部会長、いかが

でしょうか。
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○山内部会長  結構です。

○西野部会長  そういう形で出たときに振っていくという形でと思います。

○樋口委員長  両部会長の御了解が得られましたので、どうぞよろしくお願いします。

  ＰＦＩというのは、そんなこと言わないで日本語でやってもらえないかというのはかな

りある。どうでしょうか。

○白須室長  法律は民間資金等活用事業です。

○樋口委員長  では、これからはそれで行ってはどうですか。

○Ｅ委員  ただ、前に民間活力という言葉が使われているわけですね。だから、誤解を招

くのではないかと。

○白須室長  特に民活の中に三セクが随分そのときにありましたので。

○樋口委員長  わかりました。Ｃさんの言うこともよくわかるんだけれども、具体的に何

をやれということですか。

○Ｃ委員  今日はガイドラインのお話でしたから、ガイドラインとは別に重要なことです

から、並行的に委員会か何かで取りあげていただきたいと。今日はガイドラインが中心で

ございますので、別にお願いして、とりあえずガイドラインに戻りましょうということを

申し上げたんです。

○Ｄ委員  いろいろな機会でＰＦＩについて話をさせてもらっているんですけれども、理

解を深めているのか、誤解を増しているのか知りませんが、ガイドラインのことについて、

さっきから急ぐようにという話があったんですが、したがって、この委員会相当な密度で

おやりになるということで私も覚悟を決めたんですけれども、バリュー・フォー・マネー

が大事である。それからリクスの分担が大事だと。もちろん、いろんな大事なことがあり

ますが、バリュー・フォー・マネーの場合には、例えば民間の方の事業者の方が発意され

る場合には、この事業をやることによって、社会的費用便益分析と言っていますけれども、

例えば50年、100 年の間どういうふうなネットの便益が社会に出てくるんだろうか、こう

いうふうなものを必ず付けられると思うんです。しかし、これは理論的にはもう完成して

いるんですけれども、実際に使うときには、大変な問題がある。

  今までのことを言いますと、大体工事をやる場合には自分の都合のいいようなところだ

けをピックアップして、割引率も低目に設定したりして、いい結果を出して、財政当局を

説得するために使うというふうなことだったんですが、今は随分改善されてきました。  特

に中央省庁の方ではマニュアル化をされて、いろんな事業を比べてどれをやるのがいいの

かというところまで、ある程度比べられるかなというところまでマニュアル化されてきて

随分信頼性が増してきたわけです。それでもまだ民間事業者の方が、仮に社会的な費用便

益分析をおやりになってきた場合に、それをどういうふうに我々として評価するかという

のは、これは相当専門的な知識も要るし、どういうふうなベースにのっとって社会的な費

用便益を計算すべきであるかという点について難しい問題がある。

  その辺の合意を得るのに、建設省の方でいろいろやったんですけれども、一応つくるだ



20

けでも５年かかりました。大変難しいことがあって、両部会長にいろいろおまとめいただ

けるということでありますので、それをベースにしながらやっていきたいと思います。

○樋口委員長  ゆっくりやるわけにもいかないわけです。そのためのガイドラインという

ものをつくっているわけです。Ｄ先生の言われるように、ゆっくりやるというわけにはい

かない。だから、本当に申し訳ないと思うんですけれども、是非協力していただいて、早

期にやりましょう。それで悪いところがあったらまた直せばいいんです。

  そんなことを言って申し訳ないけれども、最初から100 ％というのは難しいんじゃない

でしょうか。

○Ａ委員  完璧なものはつくれませんよ。

○樋口委員長  あり得ないですね。これだけ優秀な人が集まって、ＰＦＩでこれ以上の人

が集まりようがないでしょう。広報と言ってもなかなか難しいので、皆様によろしく頼み

ます。

  テレビに出演した時などに何とかＰＲをしようと説明するんですが、ＰＦＩというのは

わかりにくいね。民間資金の活用ということだけは何回か言っていますけれども、なかな

かわからない。これは難しい。難しいからやるということに腹を決めてもらいたい。

  そろそろ予定の時間がまいりましたので、本日のフリーディスカッションはこの辺でひ

とまず終了させていただきたいと思います。ガイドラインについては専門的、技術的な事

項が多く含まれていると考えられますので、まず部会で検討していただきたいと思います。

ガイドラインの検討は事業推進部会と評価基準部会の双方に関係すると思いますので、ま

ずは両部会合同で検討に着手していただきたいと思います。

その進め方については、本日の議論を十分踏まえまして、西野、山内両部会長で御相談

を願いたいと思います。このようなことでいかがでございましょうか。

（委員、専門委員より異議の発言なし。）

  では、両部会長始め、部会の皆さん、よろしくお願い申し上げたいと思います。

  あと５分ありますのが何でもどうぞ。

○Ｊ専門委員  何でもいいということですので。行政の方が大変最近、このＰＦＩを理解

されてきて、そこで気がついたことは、議会の議員の方が行政と同じＰＦＩの理解を持っ

ていないとその認識の差を埋めるために驚くほど時間がかかることと大変な作業になると

いうことです。先ほど申しましたように、地方の議会から議員さん全員が聞くから来てく

れないかというので、何度か講演をいたしました。議員さんに呼んでいただくときは行政

の方が同席されるように、行政の方に呼んでいただくときには議員さんが同席していただ

けるようにお願いしております。

  議員さんと行政の方のＰＦＩの理解が同じレベルで同じ考え方で進めば、突然あるとこ

ろでストップがかかってしまうことにはならないと思いますので、地方の議員さんに対し

てどういう広報ができるのか。そういうことが１つあるかなと思います。  それから、こ

れはＢ先生が言われていることで非常に難しいかなという気もするんですけれども、やは
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り住民の方をどうやってＰＦＩの話し合いの中に、例えば講演会をやるときに、通常は企

業の役員の方とか、行政の方とか、大体顔ぶれが決まる。そこにＮＰＯ的な方々にも入っ

ていただいて、今、各都道府県皆さんいろいろなタイプのＮＰＯがあって、それを行政が

非常にそのＮＰＯという組織に対して手助けをして、ＮＰＯが自立するようにとか、新し

いＮＰＯを育てるのにお手伝いをするという環境が今できていますけれども、そういう人

たちが講演会に入ってくれるような形ができると、その人が向こう側をかなりとりまとめ

てくれるみたいなところが出てきますので、そんな感じで広報というのは少しずつ広がっ

てくんじゃないかなというのがあります。

  それから、今私が講演会をやっていて、非常に感じていますのは、皆さんがライフサイ

クル・コストということに対して非常に関心と驚きを持っていらっしゃる。ライフサイク

ル・コストといのうはイニシャルが、特に建築の場合にはイニシャルコストが全体の３割

で、あと７割が運営期間にかかってくる。いかに運営期間の費用というのが各地方自治体

における財政構造の中で、あるいは財政負担の中で大きいかということを行政の方も理解

し始めて、それに対してどう対応しようかと。そこでＰＦＩというのは、ライフサイクル・

コストの削減ということで大きな機能を果たしますというお話をすると、行政の方も民間

の方もある意味で理解の一致点みたいなものが生まれています。そういう面でＰＦＩが皆

さんの中にだんだん浸透する中で、ライフサイクル・コストというものの重要性が非常に

広く認識されつつあるというのは、ＰＦＩの法律であり、それから我々の活動の１つの結

果じゃないかなと思っているんですけれども、一言。

○樋口委員長  自信と励ましの言葉だと受け取りまして、大いに頑張りましょう。ひとつ

よろしくお願い申し上げます。

  この後の日程を事務局からお願いします。

○白須室長  合同部会ということでございまして、４月７日、ちょうど１週間後でござい

ますが、３時から永田町合同庁舎の３階の会議室で合同部会をお願い申し上げたいと思い

ます。

○樋口委員長  どうも御苦労様でございますが、よろしくお願い申し上げます。

  ありがとうございました。

  


